
八
節

舟
知
家
住
宅
と
金
峯
山
寺
周
辺
の
吉
野
建
民
家

島
田

敏
男

一

は
じ
め
に

奈
良
文
化
財
研
究
所
で
は
、
平
成
二
十
九
年(

二
〇
一
七)

度
か
ら
、
金
峯
山
寺
配
下
の
院
僧
で
あ
っ

た
舟
知
家
が
所
蔵
す
る
文
書
の
調
査
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
契
機
に
、
舟
知
家
の
建
造
物(

以

下
、
舟
知
家
住
宅)

の
調
査
を
お
こ
な
う
機
会
を
得
た
。
舟
知
家
住
宅
は
、
奈
良
県
南
部
の
吉
野
町
、

金
峯
山
寺
の
参
道
上
、
黒
門
の
南
、
銅
鳥
居
の
北
側
に
位
置
す
る(

付
図
１)

。
舟
知
家
住
宅
は
、
参

道
に
面
し
て
は
平
屋
建
の
建
物
で
あ
る
が
、
斜
面
地
に
懸
造
と
し
て
、
道
路
よ
り
下
に
も
居
室
を
構

え
て
実
態
と
し
て
は
二
階
建
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
吉
野
建
の
民
家
で
あ
る(

巻
頭
図

ー

)

。

10

1

舟
知
家
住
宅
の
あ
る
金
峯
山
寺
周
辺
の
門
前
町
は
、
馬
の
背
状
の
道
路
に
町
家
が
建
ち
並
び
、
道

路
に
面
し
て
平
屋
建
に
み
え
る
が
、
懸
造
と
し
て
、
道
路
下
に
居
室
を
有
す
る
建
物
が
建
ち
並
ぶ
町

並
が
、
江
戸
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

１)

。

吉
野
建
に
つ
い
て
『
日
本
民
家
語
彙
集
解
』(

日
本
建
築
学
会
民
家
語
彙
収
録
部
会
一
九
八
五
、
八
〇
五

頁)

に
は
、｢

奈
良
県
吉
野
郡
地
方
の
民
家
に
お
い
て
、
斜
面
に
建
つ
家
屋
で
、
上
方
の
道
路
に
面
し

て
一
階
を
造
り
、
以
下
斜
面
に
沿
っ
て
地
階
の
よ
う
に
造
り
下
げ
て
い
る
も
の
を
指
す
呼
称
。
ユ
カ

ダ
テ(

床
建
て)

の
呼
称
も
同
地
域
に
併
存
す
る
。
い
わ
ゆ
る
懸
造
り(

か
け
づ
く
り)

の
こ
と
。｣
と
あ
り
、

現
在
で
も
、
実
際
に
地
元
の
方
々
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
今
回
調
査
を
お
こ
な
っ
た
舟

知
家
で
も
、
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
昭
和
十
年(

一
九
三
五)

生
ま
れ
の
舟
知
任
子(

ヒ
デ
コ)

さ

ん(

以
下
、
任
子
さ
ん)

に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
二
年(

一
八
八
九)

生
ま
れ
の
二
代
前
の
姑
の
舟
知
タ
ツ

さ
ん(

以
下
、
タ
ツ
さ
ん)

も
、
舟
知
家
住
宅
の
よ
う
な
家
の
建
て
方
を｢

ヨ
シ
ノ
ダ
テ｣

と
称
し
て
い
た

と
い
う
。

吉
野
建
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
五
條
市
大
塔
町
の
事
例
か
ら
そ
の
形
式
と
住
ま
い
方
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が

(

２)

、
そ
の
他
の
論
考
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
民
家
調
査
に
お

い
て
も
、
吉
野
建
を
扱
っ
た
も
の
は
な
く
、
昭
和
四
十
五
年(

一
九
七
〇)

に
出
版
さ
れ
た
『
奈
良
県
文

化
財
調
査
報
告

第
一
三
集

民
家
緊
急
調
査
報
告
書
』(

工
藤
他
一
九
七
〇)

に
お
い
て
も
、
県
南
に

お
け
る
主
た
る
調
査
対
象
は
一
般
的
な
町
家
や
農
家
で
、
吉
野
建
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
昭
和
三
十
年
代
頃
に
吉
野
町
を
は
じ
め
、
奈
良
県
南
部
地
域
で
精
力
的
に
民
家
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
報
告
で
も
吉
野
建
へ
の
言
及
や
事
例
紹
介
は
な
く
、
吉
野
建
に
つ
い
て
は
、

調
査
等
に
よ
り
そ
の
実
態
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

(

３)

。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
調
査
の
機
会
を
得
た
舟
知
家
住
宅
に
つ
い
て
、
平
面
図
・
断
面
図
・
立
面
図

の
作
図
を
目
指
し
た
実
測
調
査
、
痕
跡
調
査
お
よ
び
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
成
果
を
も

と
に
改
造
等
の
変
遷
を
検
討
し
、
吉
野
町
に
お
け
る
吉
野
建
の
一
事
例
の
間
取
り
・
構
造
の
特
徴
を

あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
金
峯
山
寺
周
辺
の
吉
野
建
民
家
の
分
布
と
現
況
を
把
握
す

る
た
め
、
金
峯
山
寺
周
辺
民
家
に
つ
い
て
外
観
の
み
か
ら
の
悉
皆
調
査
を
お
こ
な
い
、
吉
野
建
の
立

地
、
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
群
と
し
て
の
残
存
状
況
の
把
握
を
お
こ
な
っ
た
。
舟
知

家
住
宅
の
現
地
調
査
は
平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
日
と
平
成
三
十
年
五
月
十
九
日
の
二
回
、
金
峯
山

寺
周
辺
民
家
の
調
査
は
令
和
元
年
八
月
九
日
に
実
施
し
た
。

な
お
本
論
で
は
、
道
路
下
の
階
層
が
居
室
化
さ
れ
て
い
る
場
合
以
外
で
も
、
懸
造
と
な
っ
て
い
る

も
の
を
吉
野
建
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
階
層
の
表
記
は
、
道
路
よ
り
上
部
に
つ
い
て
一
階
、
二
階

と
表
記
し
、
建
物
と
し
て
の
階
数
表
記
は
道
路
よ
り
上
の
部
分
に
つ
い
て
平
屋
建
、
二
階
建
と
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
道
路
下
の
階
層
に
つ
い
て
は
、
上
か
ら
、
道
路
下
一
階
・
道
路
下
二
階
と
表
記
す
る
こ

と
と
し
、
道
路
下
の
部
分
を
含
め
て
、
建
物
構
造
体
全
体
の
階
数
を
示
す
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
す

こ
と
と
す
る
。二

舟
知
家
住
宅
の
建
築

舟
知
家
と
舟
知
家
住
宅

任
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
明
治
末
年
頃
に
嫁
入
し
た
タ
ツ
さ
ん
か
ら
、

(1)舟
知
家
は
か
つ
て
宿
坊
を
営
ん
で
い
た
と
聞
い
て
い
た
が
、
任
子
さ
ん
が
嫁
入
さ
れ
た
昭
和
三
十
三

年(

一
九
五
八)

に
は
宿
坊
は
す
で
に
営
業
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
す
く
な
く
と
も
近
代
以
降
、
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舟
知
家
は
山
林
経
営
を
生
業
と
し
、
タ
ツ
さ

ん
の
夫
で
あ
る
市
二
さ
ん
は
、
町
長
を
は
じ

め
吉
野
山
保
勝
会
等
の
名
誉
職
も
務
め
た
。

舟
知
家
住
宅
は
住
居
と
し
て
使
用
さ
れ
続
け

る
が
、
戦
前
期
に
は
大
阪
市
で
酒
屋
も
商
い
、

戦
後
は
奈
良
市
で
酒
・
食
品
を
商
う
。
一
時

タ
ツ
さ
ん
が
舟
知
家
住
宅
で
本
葛
粉
・
草
菓

子
を
手
づ
く
り
し
、
お
土
産
用
に
販
売
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は
そ
れ
を
活
か
し
て

奈
良
市
で
葛
餅
の
販
売
を
さ
れ
て
い
る
。

舟
知
家
住
宅
は
、
南
北
方
向
に
走
る
道
路

の
西
側
に
位
置
す
る
。
道
路
か
ら
西
に
向
か

付図2 舟知家住宅配置図 1:500

っ
て
谷
と
な
っ
て
お
り
、
舟
知
家
住
宅
は
道
路
の
一
段
下
を
平
坦
に
造
成
し
て
敷
地
を
構
成
し
、
道

路
に
面
し
て
敷
地
間
口
い
っ
ぱ
い
に
吉
野
建
の
主
屋
を
建
て
、
主
屋
の
北
西
に
付
属
棟
を
接
続
し
、

敷
地
背
後
の
庭
を
板
塀
で
囲
う(

付
図

)

。
な
お
、
付
属
棟
の
北
に
は
国
宝
が
疎
開
し
て
い
た
土
蔵

2

が
現
存
す
る
。

任
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
幕
末
期
に
両
隣
と
と
も
に
火
災
に
よ
っ
て
建
物
が
焼
失
し
、
火
災
後
、
当

家
は
両
隣
に
遠
慮
し
、
両
隣
の
再
建
を
優
先
し
、
両
隣
が
再
建
さ
れ
た
後
に
現
在
の
主
屋
を
建
築
し

た
と
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
主
屋
南
側
の
階
段
の
裏
板
に
は
、｢

当
家
上
棟

明
治
四
辛
未
年

九

月
廿
一
日

舩
知
昌
治

壬

明
治
五
申
歳

正
月
廿
五
日
装
之

大
工
丹
治
村

升
屋
佐
七

北

山
此
原
村

喜
左
衛
門

同
徳
二
郎｣

と
の
墨
書
が
あ
る(

巻
頭
図

ー

)

。
文
書
調
査
の
成
果
で
は

10

2

火
災
が
あ
っ
た
の
は
明
治
三
年
十
一
月
か
と
推
測
さ
れ(

一
節
註

参
照)

、
家
伝
の
と
お
り
、
火
災
後

6

に
再
建
さ
れ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
末
年
頃
に
タ
ツ
さ
ん
の
嫁
入
に
と
も
な
い
、
主

屋
背
面
の
北
西
に
付
属
棟
が
増
築
さ
れ
た
と
い
う
。

平
面

主
屋
は
道
路
に
対
し
て
平
屋
建
で
、
道
路
下
に
も
う
二
階
が
あ
り
、
構
造
的
に
は
本
二

(2)階
建
で
、
小
屋
内
の
北
妻
に
後
世
に
改
造
さ
れ
た
屋
根
裏
部
屋
を
設
け
る
。

一
階
は
、
道
路
に
面
し
て
南
寄
り
を
玄
関
と
し
、
一
間
半
幅
の
中
央
に
中
柱
を
入
れ
、
両
柱
間
と

も
に
引
違
ガ
ラ
ス
戸
と
す
る
。
玄
関
部
は
四
畳
半
大
の
板
間
と
し
、
天
井
は
根
太
天
井
と
し
、
南
寄

り
に
道
路
下
一
階
に
降
り
る
階
段
を
備
え
る(

巻
頭
図

ー

)

。

10

3

玄
関
北
側
の
六
畳
間
は
根
太
天
井
と
し
、
道
路
に
面
し
て
は
引
違
ガ
ラ
ス
戸
に
出
格
子
を
構
え
る
。

そ
の
北
側
は
、
柱
が
食
い
違
い
、
道
路
に
面
す
る
三
畳
大
の
板
間
と
変
則
的
な
四
畳
大
の
居
室
と
す

る
。
三
畳
大
の
板
間
は
四
畳
大
の
居
室
の
床
よ
り
一
段
低
く
、
正
面
に
太
格
子
を
用
い
た
無
双
窓
を

構
え
る
。
四
畳
大
の
居
室
の
平
面
は
変
則
的
で
は
あ
る
が
、
竿
縁
天
井
を
張
り
、
妻
側
に
床
の
間
を

構
え
る
座
敷
と
す
る
が
、
現
在
は
床
の
間
部
分
に
屋
根
裏
部
屋
へ
上
が
る
階
段
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

道
路
境
に
面
す
る
部
屋
の
西
側
は
、
柱
筋
を
半
間
ず
ら
し
て
六
畳
間
二
部
屋
と
八
畳
間
二
部
屋
と

し
、
い
ず
れ
も
竿
縁
天
井
を
張
り
、
六
畳
間
二
部
屋
は
差
鴨
居
で
固
め
、
西
の
八
畳
間
二
部
屋
は
薄

鴨
居
に
長
押
を
打
つ
。
北
西
の
八
畳
間
を
主
座
敷
と
し
て
北
側
に
床
の
間
・
棚
、
西
側
に
付
書
院
を
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構
え
る(

巻
頭
図

ー

)

。
こ
れ
ら
の
居
室
の
西
側
は
縁
と
し
、
板
敷
に
竿
縁
天
井
、
中
敷
居
を
入
れ

10

4

た
窓
を
設
け
、
雨
戸
仕
舞
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
部
屋
の
背
後(

北
側)

は
、
五
畳
大
で
納
戸
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。
北
西
隅
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
居
室
よ
り
も
階
段
二
段
分
低
い
板
敷
と
し
、
道
路
下
一
階

へ
降
り
る
階
段
を
設
え
る
。

主
屋
の
北
西
に
は
付
属
棟
が
接
続
し
、
縁
を
主
屋
か
ら
矩
折
れ
に
ま
わ
し
、
三
畳
大
の
小
部
屋
と

便
所
、
手
洗
を
設
け
る
。

屋
根
裏
部
屋
は
後
述
の
よ
う
に
後
世
に
改
造
さ
れ
た
も
の
で
、
北
端
の
小
屋
内
を
居
室
化
し
、
北

妻
に
窓
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
階
四
畳
大
の
居
室
北
面
の
本
来
は
床
の
間
で
あ
っ
た
部
分
に
階

段
を
し
つ
ら
え
、
六
畳
大
の
規
模
を
も
ち
、
竿
縁
天
井
を
張
り
、
一
間
幅
の
押
入
を
設
け
る
。

道
路
下
一
階
は
、
東
側
の
道
路
際
に
段
差
を
つ
く
っ
て
石
垣
を
積
み
、
そ
の
西
に
部
屋
を
構
え
る

が
、
部
屋
に
よ
っ
て
は
、
石
垣
が
露
出
し
、
道
路
に
面
し
た
部
屋
は
板
敷
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
西
側

の
居
室
は
一
階
の
四
部
屋
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
六
畳
間
二
部
屋
と
八
畳
間
二
部
屋
の
構
成
を
と
る
。

部
屋
境
の
柱
間
を
差
鴨
居
で
固
め
、
天
井
は
各
部
屋
と
も
根
太
天
井
と
す
る
。
西
北
の
八
畳
間
が
主

座
敷
で
、
北
側
に
床
の
間
を
構
え
る
。
南
西
の
八
畳
間
は
土
間
と
し
、
ケ
ム
リ
ガ
エ
シ
位
置
で
南
北

に
仕
切
り
、
北
側
を
裏
玄
関
と
し
て
利
用
し
、
南
側
を
台
所
と
し
、
台
所
に
は
竃
を
設
け
る
が
、
現

在
は
見
え
な
い
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
居
室
の
北
側
は
通
り
土
間
と
な
っ
て
お
り
、
北
東
の
六
畳
間
境
に
は
あ
が
り
縁
を
設
け

る
。
こ
の
土
間
は
、
道
路
か
ら
斜
路
で
直
接
出
入
り
で
き
、
道
路
側
に
は
木
戸
を
設
け
て
い
る(
巻
頭

図

ー

)

。
現
在
は
、
北
妻
に
板
壁
を
張
る
が
、
か
つ
て
は
隣
家
が
近
接
し
て
建
っ
て
い
た
の
で
、

10

5

当
初
は
柱
間
に
壁
等
の
柱
間
装
置
は
な
か
っ
た
。
建
物
内
に
、
道
路
か
ら
道
路
下
階
に
通
じ
る
通
路

を
構
え
る
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。

北
西
付
属
棟
の
道
路
下
一
階
は
、
土
間
を
挟
ん
で
便
所
と
物
入
と
す
る
。

主
屋
の
台
所
か
ら
、
こ
の
付
属
棟
に
か
け
て
板
塀
を
ま
わ
し
、
平
坦
に
造
成
さ
れ
た
道
路
下
一
階

の
敷
地
を
囲
み
、
道
路
下
一
階
に
庭
を
設
け
、
南
側
に
裏
門
を
設
け
て
、
敷
地
背
面
の
道
路
に
面
す

る
。
こ
の
周
辺
で
、
道
路
下
一
階
を
こ
の
よ
う
に
整
っ
た
屋
敷
構
え
と
す
る
事
例
は
あ
ま
り
み
ら
れ

な
い
。

部
屋
名
と
部
屋
の
機
能

任
子
さ
ん
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
年
代
前
後
に
お

(3)け
る
部
屋
名
お
よ
び
部
屋
の
機
能
が
判
明
し
た(

巻
頭
図

ー

)

。

10

9

ま
ず
、
階
数
の
呼
称
は
、
舟
知
家
で
は
、
道
路
下
一
階
を｢

一
階｣

、
一
階(

道
路
上
一
階)

を｢

二
階｣

、

屋
根
裏
部
屋
を｢

三
階｣

と
称
し
て
い
た
と
い
う
。
任
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
任
子
さ
ん
が
嫁
入
さ
れ
た

昭
和
三
十
三
年
に
は
宿
坊
は
営
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
一
階
は
生
活
に

は
全
く
使
用
せ
ず
、
一
階
は
す
べ
て
客
間
と
し
て
扱
わ
れ
、
生
活
空
間
は
道
路
下
一
階
に
限
ら
れ
て

い
た
と
い
う
。
道
路
か
ら
の
生
活
導
線
は
、
主
と
し
て
正
面
右
手
の
道
路
下
一
階
へ
通
じ
る
通
り
土

間
も
し
く
は
道
路
下
一
階
背
面
の
道
路
に
面
す
る
裏
門
と
し
、
生
活
上
の
出
入
に
一
階
玄
関
は
あ
ま

り
使
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
階
は
、
玄
関
北
側
の
六
畳
間
を｢

ミ
セ
ノ
マ｣

、
そ
の
北
の
四
畳
間
を｢

オ
チ
ム
ネ｣

と
称
し
て
い

た
。
西
側
の
部
屋
の
う
ち
東
北
の
六
畳
間
を｢

ブ
ツ
マ｣

と
称
し
、
か
つ
て
は
仏
壇
が
置
か
れ
て
い
た
。

八
畳
間
は
、
南
を｢

ハ
チ
ジ
ョ
ウ
ノ
ヘ
ヤ｣

、
北
を｢

オ
ク
ザ
シ
キ｣

と
称
し
て
い
た
。

道
路
下
一
階
は
、
道
路
際
の
板
間
も
一
時
期
は
畳
を
敷
い
て
居
室
と
し
て
い
た
と
い
う
。
南
の
六

畳
間
は｢

ダ
イ
ド
コ
ロ｣

と
称
し
、
主
人
以
外
の
家
族
の
食
事
の
場
で
あ
っ
た
。
北
西
の
八
畳
間
が
主

人
の
部
屋
で
あ
っ
た
。
南
の
八
畳
の
南
半
部
を｢

ナ
ガ
シ｣

と
称
し
、
こ
こ
に
竃
が
あ
り
台
所
で
あ
っ

た
。
な
お
、
生
活
水
に
つ
い
て
は
、
任
子
さ
ん
が
嫁
入
さ
れ
た
時
に
は
す
で
に
上
水
が
完
備
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
以
前
は
谷
下
に
井
戸
が
あ
り
、
そ
こ
ま
で
水
を
汲
み
に
い
っ
た
と
い
う
。

架
構

道
路
下
一
階
の
地
盤
は
、
道
路
際
を
垂
直
に
切
っ
て
石
垣
を
積
み
、
道
路
下
一
階
の
敷

(4)地
全
体
を
平
坦
に
造
成
し
、
平
坦
部
か
ら
主
構
造
全
体
を
立
ち
上
げ
て
い
る(

巻
頭
図

ー

)

。

10

7

柱
の
多
く
を
通
し
柱
と
し
、
一
階
床
高
あ
た
り
を
胴
差
で
固
め
る
。
正
面
側
お
よ
び
背
面
側
の
縁

に
あ
た
る
部
分
を
の
ぞ
く
梁
間
五
間
分
が
上
屋
で
、
上
屋
に
大
梁
を
か
け
、
大
梁
上
に
束
立
で
小
屋

を
組
む(
巻
頭
図

ー

)

。
現
在
は
、
野
地
板
上
に
波
板
鉄
板
を
葺
く
が
、
か
つ
て
は
瓦
葺
で
、
垂
木

10

6

勾
配
は
お
よ
そ
五
寸
五
分
で
あ
る
。
幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
は
、
町
家
に
お
い
て
も
す
で
に
瓦
葺
の

建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

４)

。
裏
板
以
外
の
梁
・
束
・
母
屋
桁
・
垂
木
等
は
当
初
材
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を
ほ
ぼ
残
す
が
、
北
側
一
間
半
分
に
つ
い
て
は
、
屋
根
裏
部
屋
を
し
つ
ら
え
た
時
に
、
母
屋
桁
等
の

小
屋
材
が
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。

背
面
側(
西
側)

の
縁
部
分
は
上
屋
の
屋
根
を
葺
き
降
ろ
す
が
、
正
面
側(

東
側)

の
庇(

張
出
し)

部
分

は
、
柱
と
腕
木
を
併
用
し
て
、
上
屋
と
は
別
構
造
の
一
段
低
い
銅
板
葺
の
屋
根
を
か
け
る
。
道
路
下

一
階
で
は
、
正
面
側(
東
側)

は
石
垣
に
面
し
、
背
面
側
は
腕
木
で
支
持
さ
れ
る
太
い
絞
り
丸
太
の
桁

を
も
つ
銅
板
葺
の
深
い
庇
を
付
け
る
。

当
初
形
式
と
そ
の
後
の
改
造

一
階

玄
関
部
の
出
入
口
は
、
前
述
の
よ
う
に
現
在
一
間
半
の

(5)間
口
に
差
鴨
居
を
入
れ
、
中
柱
を
立
て
、
い
ず
れ
の
柱
間
と
も
引
違
ガ
ラ
ス
戸
と
し
て
い
る(

巻
頭
図

ー

)

。
こ
の
構
え
は
後
世
の
改
造
に
よ
る
も
の
で
、
両
端
の
柱
に
は
、
相
対
す
る
面
の
内
寄
り
の

10

8

位
置
に
摺
揚
戸
の
溝
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
差
鴨
居
の
側
面
に
は
摺
揚
戸
を
揚
げ
た
状
態
で
止
め
る
た

め
の
栓
が
残
る
。
ま
た
、
現
在
の
中
柱
は
新
し
い
材
で
あ
る
が
、
こ
の
位
置
の
差
鴨
居
の
上
部
に
、

摺
揚
戸
の
溝
が
彫
ら
れ
た
束
も
し
く
は
下
部
が
切
断
さ
れ
た
柱
が
残
る
。
現
状
で
は
、
柱
が
切
断
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、
後
述
す
る
六
畳
間
と
同
様
に
、
中
柱
の
差
鴨

居
よ
り
下
部
が
脱
着
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
差
鴨
居
は
断
面
が
Ｌ
字
状
に
つ
く
ら

れ
、
差
鴨
居
の
側
面
に
沿
っ
て
、
上
部
に
建
具
一
枚
分
の
欠
き
込
み
を
つ
く
る
。
摺
揚
戸
は
上
下
二

枚
構
成
で
、
上
段
の
一
枚
は
Ｌ
字
状
の
差
鴨
居
の
上
部
の
欠
き
込
み
に
あ
ず
け
ら
れ
、
下
段
の
一
枚

は
そ
の
手
前
で
、
栓
で
止
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

玄
関
北
側
の
六
畳
間
の
前
面
に
は
現
在
出
格
子
を
構
え
る
が
、
出
格
子
と
北
側
の
張
出
し
部
と
の

お
さ
め
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
柱
間
の
南
側
柱
の
東
面
に
現
在
の
出
格
子
に
先
行
す
る
框
の

痕
跡
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
後
述
の
よ
う
に
当
初
の
柱
間
装
置
が
摺
揚
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初

は
出
格
子
は
な
く
、
框
を
と
も
な
っ
た
床
几
の
よ
う
な
も
の
が
前
方
に
張
り
出
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
柱
に
ホ
ゾ
差
し
さ
れ
た
腕
木
お
よ
び
出
桁
は
当
初
の
も
の
で
、
現
在
の
出
格
子

の
柱
位
置
以
外
で
腕
木
が
支
柱
で
支
え
ら
れ
て
い
た
痕
跡
は
な
く
、
柱
に
は
南
妻
に
あ
る
よ
う
な
腕

木
を
支
え
る
持
送
が
取
り
付
い
た
痕
跡
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
柱
間
の
南
柱
位
置
で
は
、
腕
木
の

み
で
桁
を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
出
格
子
の
柱
位
置
と
同
位
置
で
、
支
柱
に
よ
っ

て
腕
木
下
を
支
え
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。

六
畳
間
の
正
面
二
間
幅
の
柱
間
で
は
、
相
対
す
る
柱
面
の
南
寄
り
に
、
玄
関
と
同
様
に
摺
揚
戸
の

溝
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
差
鴨
居
は
中
古
材
で
、
現
差
鴨
居
中
央
上
の
吊
束
は
、
当
初
の
束
も

し
く
は
下
部
が
切
断
さ
れ
た
柱
の
上
部
で
、
こ
の
吊
束
の
両
側
面
に
も
摺
揚
戸
の
溝
が
残
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
初
は
、
玄
関
と
同
様
な
形
状
の
差
鴨
居
が
あ
り
、
中
央
に
中
柱
を
立
て
て
、
一
間
幅
の

摺
揚
戸
で
仕
切
っ
て
い
た
と
復
原
さ
れ
る
。
現
状
の
出
格
子
は
、
摺
揚
戸
が
引
違
戸
に
改
造
さ
れ
た

時
期
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
敷
居
を
み
る
と
、
吊
束
直
下
の
内
側
寄
り
に
中
柱
幅
の
ホ

ゾ
穴
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
中
柱
の
差
鴨
居
よ
り
下
の
部
分
は
脱
着
可
能
で
、
摺

揚
戸
を
上
げ
た
時
に
は
、
中
柱
を
は
ず
し
て
二
間
幅
を
完
全
に
開
放
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と

考
え
る
。

そ
の
北
側
の
三
畳
大
の
板
間
に
つ
い
て
は
、
上
屋
お
よ
び
庇
と
も
に
桁
が
別
材
で
継
が
れ
て
い
る

(

５)

。

柱
等
を
見
る
限
り
、
こ
の
部
分
が
中
古
に
拡
張
さ
れ
た
様
相
で
は
な
い
。
こ
の
板
間
で
は
天
井
が
張

ら
れ
ず
に
小
屋
が
見
え
る
状
況
で
あ
り
、
し
か
も
、
正
面
柱
間
装
置
が
無
双
窓
で
、
居
室
と
し
て
整

備
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
板
間
が
当
初
ど
の
よ
う
な
用
途
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
が
残
る
が
、

庇
の
柱
等
に
も
現
状
の
構
え
に
先
行
す
る
痕
跡
等
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
現
段
階
で
は
現
状

の
構
え
を
当
初
形
式
と
み
て
お
く
。
三
畳
の
板
間
と
四
畳
間
の
間
の
敷
居
・
鴨
居
に
は
三
本
溝
が
彫

ら
れ
て
い
る
。
建
具
は
、
三
枚
障
子
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
四
枚
割
で
、
板
戸
四
枚
に
障
子
二
枚
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
階
西
側
三
分
の
二
の
居
室
に
は
ほ
ぼ
改
造
は
な
い
が
、
そ
の
北
側
で
は
、
屋
根
裏
部
屋
を
設
え

る
改
造
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
時
に
、
屋
根
裏
部
屋
の
床
構
造
を
設
け
る
た
め
に
、
四
畳
間
の
天
井

材
等
の
横
架
材
の
取
り
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
、
本
来
の
床
の
間
部
分
に
階
段
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た
、

北
西
隅
の
板
間
は
、
他
の
一
階
の
居
室
よ
り
床
高
を
階
段
二
段
分
下
げ
、
背
面
付
属
棟
の
床
高
に
揃

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
、
明
治
末
年
の
付
属
棟
の
建
築
に
と
も
な
っ
て
改
造
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

屋
根
裏
部
屋

屋
根
裏
部
屋
は
小
屋
内
に
完
全
に
納
ま
る
か
た
ち
で
つ
く
ら
れ
、
採
光
は
、
妻
側
に
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窓
を
新
設
し
て
対
応
し
て
い
る
。
屋
根
裏
部
屋
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
こ
の
周

辺
の
横
架
材
等
の
取
り
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

道
路
下
一
階

道
路
下
一
階
で
は
前
述
し
た
一
階
西
北
部
の
改
造
に
と
も
な
う
改
造
が
お
こ
な
わ
れ

る
と
と
も
に
、
道
路
下
一
階
の
庇
を
構
成
す
る
桁
等
の
お
さ
ま
り
か
ら
判
断
し
て
、
附
属
棟
の
建
築

に
と
も
な
っ
て
主
屋
西
側
の
庇
の
改
造
が
お
こ
な
わ
れ
、
現
在
の
よ
う
に
太
い
出
桁
を
も
っ
た
軒
の

深
い
庇
と
な
る
。
な
お
、
当
初
形
態
に
つ
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

居
室
部
の
改
造
は
一
階
同
様
に
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
南
西
部
の
土
間
周
辺
が
改
造
さ
れ
て
い
る
。

本
来
は
八
畳
大
の
土
間
で
、
八
畳
を
南
北
に
二
分
す
る
柱
筋
の
低
い
位
置
に
梁
・
垂
れ
壁
が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
ケ
ム
リ
ガ
エ
の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
南
半
部
に
竃
を
設
け
て
煮
炊
き
を
お
こ
な
う
台
所

で
あ
っ
た
。
中
古
に
、
ケ
ム
リ
ガ
エ
シ
よ
り
下
を
格
子
戸
で
仕
切
り
、
台
所
を
西
側
に
拡
張
し
て
い

る
。
前
出
の
西
側
の
軒
の
深
い
庇
の
桁
の
延
長
が
、
台
所
拡
張
後
の
西
側
柱
筋
に
お
さ
ま
っ
て
お
り
、

庇
の
整
備
時
に
台
所
の
西
側
へ
の
拡
張
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
台
所
の

内
装
が
新
調
さ
れ
て
い
る
。

建
築
年
代
と
改
造
時
期

主
屋
の
建
築
年
代
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
明
治
四
年
上
棟
・
明
治
五
年

完
成
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
表
構
は
、
玄
関
お
よ
び
、
そ
の
北
の
六
畳
間

と
も
、
道
路
に
対
し
て
は
摺
揚
戸
を
構
え
、
昼
間
は
、
柱
間
す
べ
て
が
開
放
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
末
年
頃
に
主
屋
の
北
西
に
附
属
棟
が
建
築
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
主
屋
西
北
隅
部
分

が
整
備
さ
れ
る
。
ま
た
、
付
属
棟
の
建
築
に
と
も
な
い
、
道
路
下
一
階
の
西
側
の
庇
が
現
状
の
形
式

と
な
り
、
同
時
に
台
所
が
西
側
に
拡
張
さ
れ
た
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
庇
は
、
か
つ
て
は
瓦
葺
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
六
十
年(

一
九
八
五)

に
銅
板
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。

屋
根
裏
部
屋
の
改
造
時
期
お
よ
び
一
階
表
構
の
改
造
時
期
に
つ
い
て
の
家
伝
は
な
い
が
、
任
子
さ

ん
が
嫁
入
さ
れ
た
昭
和
三
十
三
年
に
は
、
す
で
に
現
状
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

任
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
姑
で
あ
っ
た
大
正
五
年(

一
九
一
六)

に
当
家
で
生
ま
れ
た
春
子
さ
ん
か
ら
、｢

女

学
校
時
代
に
帰
り
が
遅
く
な
る
と
大
戸
を
閉
め
ら
れ
た｣

、
と
の
話
を
聞
か
れ
て
お
り
、
昭
和
初
期
に

は
ま
だ
摺
揚
戸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
昭
和
前
期
に
現
在
の
表
構
に
改
造
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

大
屋
根
は
、
中
古
に
一
部
が
ス
レ
ー
ト
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
、
昭
和
三
十
九
年(

一
九
六
四)

に
全
面

的
に
現
在
の
鉄
板
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
六
十
年
に
附
属
棟
の
大
屋
根
が
ス
レ

ー
ト
葺(

当
初
葺
材
は
不
明)

か
ら
銅
板
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
道
路
下
一
階
背
面
の

庇
屋
根
も
、
瓦
葺
か
ら
銅
板
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
台
所
部
分
で
は
中
古
に
格
子
戸
が
入
れ
ら
れ
、
平
成
十
二
年(

二
〇
〇
〇)

に
現
在
の
内
装
に

改
造
さ
れ
て
い
る
。

三

金
峯
山
寺
周
辺
の
吉
野
建
の
分
布

調
査
範
囲
と
調
査
方
法

金
峯
山
寺
周
辺
の
町
並
は
、
金
峯
山
寺
を
中
心
に
南
北
に
通
る
道
路

(1)に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
金
峯
山
寺
の
門
前
町
と
し
て
栄
え
、
江
戸
時
代
末
期
に
そ

の
家
数
は
二
九
〇
軒
を
数
え
、
そ
の
半
数
近
く
は
諸
国
か
ら
の
参
詣
者
を
相
手
と
す
る
商
売
を
お
こ

な
っ
て
い
た

(

６)

。
町
並
調
査
の
範
囲
は
、
北
は
金
峯
山
寺
の
総
門
で
あ
る
黒
門
付
近
、
南
は
町
並
が
途

絶
え
る
竹
林
院
の
少
し
南
ま
で
と
し
た
。

調
査
は
調
書
作
成
と
写
真
撮
影
と
し
、
調
査
対
象
は
、
寺
院
境
内
を
除
き
主
要
道
路
か
ら
外
観
を

確
認
可
能
な
建
物
と
し
た
。
調
書
は
建
物
単
位
に
作
成
し
、
調
書
に
は
、
道
路
下
の
階
数(

階
数
を
記

し
た
も
の
が
吉
野
建)

、
道
路
上
の
階
数
、
外
観
か
ら
判
断
し
た
建
築
年
代
と
し
た
。
な
お
、
建
築
年

代
に
つ
い
て
は
、
道
路
に
面
す
る
部
分
が
現
代
に
改
造
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
内
部
も
し
く
は
背

面
等
で
、
本
体
部
が
そ
れ
以
前
の
建
築
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
場
合
は
、
本
体
部
が
建
築
さ
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
時
期
を
建
築
年
代
と
し
た
。

道
路
の
立
地

金
峯
山
寺
周
辺
の
地
形
は
、
お
お
き
く
は
南
北
道
路
の
東
側
全
体
が
深
い
谷
と

(2)な
っ
て
お
り
、
道
路
か
ら
東
の
谷
に
向
か
っ
て
下
が
る
急
傾
斜
地
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
道
路

の
東
で
も
、
南
部
の
喜
蔵
院
や
櫻
本
坊
で
は
境
内
を
平
坦
に
造
成
し
伽
藍
を
構
成
し
て
い
る
。
い
っ

ぽ
う
道
路
の
西
側
は
、
金
峯
山
寺
や
塔
頭
寺
院
の
伽
藍
が
道
路
面
も
し
く
は
道
路
よ
り
高
い
位
置
の

平
坦
地
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
寺
院
境
内
以
外
に
は
断
続
的
に
谷
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
南
北
の
道
路
は
、
お
よ
そ
寺
院
境
内
地
以
外
は
、
道
路
の
両
側
が
谷
と
な
る
馬
の
背
状
の
尾
根
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筋
に
位
置
し
て
い
る
。

吉
野
建
の
分
布
と
そ
の
特
徴

上
記
の
よ
う
に
寺
院
境
内
以
外
で
は
、
基
本
的
に
は
道
路
の
両

(3)側
は
、
道
路
を
頂
点
と
す
る
斜
面
と
な
っ
て
お
り
、
民
家
は
吉
野
建
が
基
本
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な

建
て
方
は
、
伝
統
的
な
建
造
物
に
限
ら
ず
、
現
代
に
建
築
さ
れ
た
建
造
物
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
道
路
東
側
の
一
部
分
で
は
道
路
際
ま
で
谷
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
部
分
が
あ
り
、
そ
こ
で

は
道
路
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
平
坦
地
に
民
家
が
建
つ
。

道
路
に
対
し
て
懸
造
と
し
、
斜
面
地
の
状
況
に
よ
っ
て
、
道
路
下
を
一
階
と
す
る
も
の
と
二
階
と

す
る
も
の
が
あ
り
、
道
路
下
一
階
と
す
る
も
の
の
方
が
多
い
が
、
金
峯
山
寺
北
側
の
東
側
付
近
、
お

よ
び
、
東
南
院
の
東
側
付
近
で
は
、
道
路
下
二
階
と
す
る
も
の
が
建
ち
並
ぶ(

付
図

)

。

4

吉
野
建
と
す
る
場
合
に
は
、
隣
地
と
の
建
物
境
は
半
間
弱
の
空
地
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
建
物

を
建
築
す
る
時
に
施
工
上
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
そ
の
間
を
斜

路
も
し
く
は
階
段
の
通
路
と
し
、
建
物
の
外
を
ま
わ
っ
て
道
路
か
ら
直
接
建
物
背
面
に
行
く
こ
と
が

で
き
る
。
い
っ
ぽ
う
通
路
を
設
け
な
い
部
分
は
、
道
路
際
に
一
階
も
し
く
は
二
階
分
の
段
差
が
あ
る

た
め
、
安
全
の
た
め
に
、
こ
の
間
を
板
塀
で
閉
じ
る
。
た
だ
し
、
塀
に
木
戸
が
付
属
す
る
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
奥
は
通
路
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
通
路
は
、
実
態
と
し
て
、
通
常
の
町

家
の
通
り
土
間
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
舟
知
家
住
宅
は
建
物
の
内
部
に
通

路
を
設
え
て
い
る
点
で
、
金
峯
山
寺
周
辺
の
吉
野
建
の
な
か
で
も
稀
な
事
例
で
あ
る
。

伝
統
的
な
吉
野
建
民
家
で
は
、
古
く
は
平
屋
建
、
も
し
く
は
つ
し
二
階
建
と
す
る
。
外
観
か
ら
の

判
断
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
大
正
期
頃
か
ら
本
二
階
建
と
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

伝
統
的
な
吉
野
建
民
家
は
屋
根
の
勾
配
が
緩
い
も
の
も
多
く
、
こ
れ
ら
は
現
在
鉄
板
葺
と
し
て
い

る
が
、
か
つ
て
は
板
葺
も
し
く
は
杉
皮
で
葺
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(

７)

。
い
っ
ぽ
う
、
舟
知

家
住
宅
で
み
ら
れ
る
と
お
り
、
明
治
初
期
に
は
す
で
に
瓦
葺
の
建
物
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。
道
路
側

で
は
、
平
屋
建
の
場
合
で
も
、
大
屋
根
を
葺
き
降
ろ
さ
ず
、
柱
を
と
も
な
っ
た
下
屋
形
式
の
庇
を
付

す
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

図1
4

に
は
、
外
観
上
の
判
断
で
、
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
に
木
造
で
、
伝
統
的
な
形
式
で
建
築
さ

れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
示
し
た
。
表
構
が
改
造
さ
れ
て
一
見
新
し
く
見
え
る
建
物
も
多
い
が
、

全
般
的
に
吉
野
建
の
伝
統
的
な
建
物
が
多
い
。
ま
た
、
道
路
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
平
坦
地
に
建
つ
建
物

も
伝
統
形
式
と
す
る
も
の
が
多
く
、
金
峯
山
寺
周
辺
の
塔
頭
寺
院
等
の
宗
教
施
設
を
含
め
、
金
峯
山

寺
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
門
前
町
全
体
と
し
て
伝
統
的
な
建
物
を
良
く
残
し
て
い
る
。

四

結
語

今
回
の
調
査
に
よ
り
、
奈
良
県
南
部
で
吉
野
建
と
呼
ば
れ
て
い
る
民
家
形
式
の
実
態
の
一
部
が
判

明
し
た
。

吉
野
建
は
、
道
路
に
対
し
て
敷
地
が
急
勾
配
の
下
り
斜
面
と
な
る
場
合
、
建
物
を
懸
造
と
し
て
、

道
路
下
部
分
を
居
室
化
す
る
も
の
で
、
金
峯
山
寺
周
辺
で
は
、
現
在
で
も
同
様
な
建
て
方
が
な
さ
れ

て
い
る
。
伝
統
的
な
形
式
で
は
、
斜
面
の
状
況
に
よ
り
、
道
路
下
を
一
階
も
し
く
は
二
階
と
し
、
道

路
上
は
平
屋
建
も
し
く
は
つ
し
二
階
建
と
し
、
大
正
期
前
後
以
降
に
本
二
階
建
が
普
及
す
る
。
調
査

し
た
金
峯
山
寺
周
辺
の
門
前
町
で
は
、
こ
れ
ら
吉
野
建
の
伝
統
的
な
建
物
が
良
く
残
り
、
門
前
町
全

体
と
し
て
特
徴
あ
る
町
並
形
態
を
良
く
残
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
の
な
か
で
舟
知
家
住
宅
は
、
明
治
五
年
の
建
築
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
、
江
戸
時
代
の
形

式
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
建
築
当
初
は
、
一
階
正
面
は
摺
揚
戸
で
仕
切
り
、
日
中
は
開

放
さ
れ
る
宿
坊
ら
し
い
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
構
造
的
に
は
、
道
路
際
を
垂
直
に
切
っ

て
石
垣
を
積
み
、
本
体
部
は
道
路
下
の
地
盤
か
ら
立
ち
上
げ
、
一
階
に
は
主
と
し
て
客
間
を
並
べ
、

道
路
下
一
階
に
台
所
や
生
活
空
間
が
配
さ
れ
て
い
る
。
舟
知
家
住
宅
は
、
吉
野
建
の
形
態
を
良
く
残

す
と
と
も
に
、
建
物
内
に
道
路
か
ら
道
路
下
一
階
へ
通
じ
る
通
り
土
間
が
通
り
、
道
路
下
一
階
の
敷

地
構
え
も
整
備
さ
れ
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
期
の
整
っ
た
屋
敷
構
え
を
も
つ
吉
野
建
民
家
の
好

例
と
評
価
で
き
る
。

吉
野
町
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
県
南
部
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
急
傾
斜
地
で
、
平
地
の
確
保
が

難
し
い
地
域
で
あ
る
。
急
傾
斜
地
に
点
在
す
る
農
家
の
場
合
は
、
等
高
線
に
沿
っ
て
奥
行
の
浅
い
平

坦
地
を
造
成
し
、
そ
こ
に
、
奥
行
の
浅
い
主
屋
や
付
属
棟
を
横
並
び
に
配
置
す
る
形
式
と
し
、
吉
野
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（
図1

3
）

付図4 金峯山寺周辺の吉野建の分布
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（
図1

4

）

付図5 金峯山寺周辺の伝統的な建造物の分布

― 46 ―



第1章8節 舟知家住宅と金峯山寺周辺の吉野建民家

建
と
す
る
必
要
は
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
、
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
民
家
形
式
を
当

地
方
の
地
方
色
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
今
回
調
査
を
お
こ
な
っ
た
地
域
は
、
馬
の
背
状

の
尾
根
筋
の
道
路
に
面
し
て
町
家
が
建
ち
並
び
、
道
路
に
面
し
て
町
家
形
式
の
建
物
を
建
て
る
場
合

は
、
必
然
的
に
道
路
に
面
し
な
い
背
後
を
懸
造
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
金
峯
山
寺
周
辺
の
事
例
と
他

の
民
家
の
調
査
事
例
か
ら
み
て
、
吉
野
建
の
町
家
が
建
て
ら
れ
る
の
は
、
馬
の
背
状
の
道
路
の
両
側
、

も
し
く
は
、
片
側
が
谷
と
な
っ
た
道
路
の
谷
側
に
、
道
路
に
面
し
て
町
並
を
形
成
す
る
よ
う
な
場
合

に
限
ら
れ
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
、
他
地
域
の
事
例
調
査
を
お
こ
な
っ
た
上
で
結
論

を
出
し
た
い
。

今
後
、
吉
野
建
の
形
式
分
類
や
編
年
等
の
調
査
研
究
を
す
す
め
、
吉
野
建
と
し
て
の
評
価
の
軸
を

明
確
化
し
、
調
査
地
区
を
は
じ
め
、
奈
良
県
南
部
の
吉
野
建
民
家
の
評
価
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
今
回
の
調
査
で
金
峯
山
寺
周
辺
の
門
前
町
に
は
、
伝
統
的
な
建
造
物
が
数
多
く
残
る
こ
と
が

判
明
し
た
が
、
今
後
、
調
査
地
区
の
町
並
構
造
の
詳
細
な
調
査
、
お
よ
び
個
々
の
建
造
物
の
調
査
を

お
こ
な
い
、
吉
野
建
を
主
体
と
す
る
町
並
と
し
て
の
評
価
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。

註

(

１)

平
井
・
秋
永(

一
九
七
二)

に
よ
る
。

(

２)

片
山
他(

二
〇
〇
八)

は
、
吉
野
建
の
定
義
と
吉
野
建
に
お
け
る
生
活
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
奈
良
県

南
部
の
五
條
市
、
十
津
川
村
、
天
川
村
、
下
市
町
、
吉
野
町
、
黒
滝
村
、
川
上
村
、
東
吉
野
村
の
住
民
に

広
く
、
深
く
浸
透
し
て
い
る
語
彙
と
し
て
い
る
。

(

３)

吉
野
町
の
民
家
に
つ
い
て
は
青
山(

一
九
七
二)

、
龍
門
村(

現
吉
野
町)

に
つ
い
て
は
浅
野
他(

一
九
五

三)

が
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
奈
良
県
南
部
の
市
町
村
で
の
民
家
調
査
に
つ
い
て
、
五
條
市
に
つ
い

て
浅
野
他(

一
九
五
八)

、
大
塔
村
に
つ
い
て
浅
野(

一
九
五
九)

、
十
津
川
村
に
つ
い
て
日
名
子(
一
九
六

一)

、
野
迫
川
村
に
つ
い
て
林
野(

一
九
七
四)

、
上
北
山
村
に
つ
い
て
岡
田(

一
九
六
一)

が
報
告
し
て
い

る
。ま

た
、
吉
野
建
と
し
て
評
価
さ
れ
て
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
旧
前
坊
家
住
宅
が
あ
る
。
旧

坊
前
家
住
宅
は
弘
化
年
間
に
現
在
の
か
た
ち
に
大
改
修
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
主
屋
の
一
部
を
懸

造
と
し
、
道
路
よ
り
一
段
低
い
敷
地
に
建
つ
附
属
屋
に
渡
り
廊
下
で
つ
な
が
る(

奈
良
県
立
民
俗
博
物
館

編

二
〇
〇
九)

。
か
つ
て
は
、
舟
知
家
住
宅
同
様
に
金
峯
山
寺
の
参
道
上
に
位
置
し
て
い
た
が
、
奈
良
県

立
民
俗
博
物
館
に
移
築
さ
れ
、
奈
良
県
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

(

４)
(

３)

に
示
し
た
旧
坊
前
家
住
宅
は
、
舟
知
家
と
同
様
に
強
い
屋
根
勾
配
を
も
つ
も
の
の
、
修
理
の
際
に

杉
皮
葺
に
復
原
さ
れ
て
い
る
。
旧
坊
前
家
が
杉
皮
葺
で
あ
っ
た
根
拠
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
の
地
方
で

は
、
こ
の
よ
う
な
勾
配
で
杉
皮
を
葺
く
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
舟
知
家
も
同
様
に
杉
皮
葺
で
あ
っ
た

可
能
性
を
全
く
否
定
は
で
き
な
い
が
、
舟
知
家
に
先
行
し
て
建
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
南
隣
家
の
主
屋

が
現
在
も
瓦
葺
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
舟
知
家
は
明
治
五
年
の
建
築
時
に
は
瓦
葺
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

(

５)

こ
の
部
分
の
横
架
材
が
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
屋
根
裏
部
屋
を
設
え
た
時
の
工
事
に
と
も
っ
て
、
取
り

替
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

(

６)

平
井
・
秋
永(

一
九
七
二)

に
よ
る
。

(

７)

任
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
嫁
入
さ
れ
た
昭
和
三
十
三
年
頃
に
は
、
舟
知
家
住
宅
を
除
く
多
く
の
建
物
が
、

杉
皮
葺
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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